
岡山県国民保護協議会条例

平成十七年三月十八日

岡山県条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平

成十六年法律第百十二号)第三十八条第八項の規定により、岡山県国民保護協議会(以下

「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第二条 協議会は、委員四十人以内で組織する。

(会長の職務代理)

、 。第三条 会長に事故があるときは 会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する

(会議)

第四条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

(幹事)

第五条 協議会に、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐させるため、必要

があるときは、幹事を置くことができる。

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから知事が任命する。

(部会)

第六条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名す

る委員がその職務を代理する。

(庶務)

第七条 協議会の庶務は、総務部において行う。

(その他)

第八条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



会　 長：岡山県知事　石井　正弘
委員数：３３名（会長を除く）

区分 　　　　　所　　　　　属　　　　　名 　 職　　　名     氏     　　  名 国民保護法

会長 岡山県 知 事 石 井 正 弘 ３８条２項

国民保護法第３８条４項

委員 中国四国農政局 局 長 鮫 島 信 行 第１号

委員 水島海上保安部 部 長 岩 切 康 第１号

委員 陸上自衛隊日本原駐屯地 第１３特科隊長 福 山 尚 正 第２号

委員 海上自衛隊呉地方隊 呉 地 方 総 監 半 田 謙 次 郎 第２号

委員 航空自衛隊西部航空方面隊 司 令 官 堀 好 成 第２号

委員 岡山県 副 知 事 山 口 裕 視 第３号

委員 岡山県教育委員会 教 育 長 門 野 八 洲 雄 第４号

委員 岡山県警察本部 本 部 長 塩 田 透 第４号

委員 岡山県市長会 会 長 竹 内 洋 二 第６号

委員 岡山県消防長会 会 長 中 塚 弘 章 第６号

委員 西日本旅客鉄道株式会社岡山支社 支 社 長 丸 山 俊 第７号

委員 西日本電信電話株式会社岡山支店 支 店 長 伊 佐 治 正 隆 第７号

委員 日本赤十字社岡山県支部 事 務 局 長 山 田 宗 志 第７号

委員 日本放送協会岡山放送局 局 長 梅 村 伊 津 郎 第７号

委員 中国電力株式会社岡山支社 支 社 長 小 野 雅 樹 第７号

委員 社団法人岡山県医師会 会 長 末 長 敦 第７号

委員 社団法人岡山県看護協会 会 長 藤 原 恭 子 第７号

委員 社団法人岡山県トラック協会 会 長 新 見 健 第７号

委員 社団法人岡山県バス協会 会 長 鈴 木 紘 一 第７号

委員 山陽放送株式会社  代表取締役社長 大 倉 徹 彦 第７号

委員 岡山放送株式会社  代表取締役社長 須 賀 勝 彌 第７号

委員 テレビせとうち株式会社 代表取締役社長 砂 田 治 男 第７号

委員 岡山県議会 議 長 三 村 峰 夫 第８号

委員 岡山県消防協会 副 会 長 安 藤 建 司 第８号

委員 岡山県婦人防火クラブ連絡協議会 会 長 吉 岡 伸 子 第８号

委員 社団法人岡山県婦人協議会 会 長 水 野 三 重 子 第８号

委員 岡山大学文学部 教 授 内 田 和 子 第８号

委員 就実短期大学文化コミュニケーション学科 教 授 足 立 啓 子 第８号

委員 吉備国際大学社会福祉学部 教 授 井 頭 昭 子 第８号

委員 岡山県ボランティアグループ連絡協議会 会 長 池 町 照 美 第８号

委員 特定非営利活動法人ＡＭＤＡ 理 事 菅 波 知 子 第８号

委員 岡山県自主防災組織連絡協議会 会 長 佐 山 笑 子 第８号

委員 岡山市消防団（女性消防団員） 団 員 大 矢 野 総 子 第８号

岡　山　県　国　民　保　護　協　議　会　委　員　名　簿


